
社会保険労務士法人 長谷川社労士事務所
◆サポート契約のお問い合わせは TEL: ０５２-６２１-０６１３ 迄
WEB : https://www.hasegawasyaroushi.com

その就業規則
大丈夫ですか？

１．重要事項の法改正があった場合、会社の意向を確認し
就業規則や諸規程の改正に対応

２．変更に関するご要望やご質問及び確認事項をZOOMで
やり取りし、変更する箇所をクラウドで共有

３．クラウド管理により、これまで作成した就業規則及び
諸規程の閲覧が可能

サ ポ ー ト 内 容

せっかく作成した就業規則や諸規程も法改正が行われる度に古いものに
なってしまいます。常に法律に沿った規則・規程にするためには、継続した
メンテナンスが必要です。 「就業規則あんしんメンテナンスパック」は、
弊所が作成した就業規則等の重要事項に法改正があった場合に変更・
届出（年１回程度）をするサポートです。

※会社都合による就業規則及び諸規程の改正は含みません。

E-mail： fx7ab6@bma.biglobe.ne.jp

法改正に対応してほしい

という声にお応えします！



就業規則 あんしん
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お問い合わせ TEL: ０５２-６２１-０６１３ E-mail： fx7ab6@bma.biglobe.ne.jp

WEB https://www.hasegawasyaroushil.com

メンテナンスパック

１．重要事項の法改正があった場合、
会社の意向を確認し、就業規則や
諸規程の変更に対応します。

２．変更に関するご要望やご質問及び
確認事項をチャットでやり取りし、
変更する箇所をクラウドで共有で
きます。

３．サポート契約中は、顧問先ページを
クラウド管理し、作成した就業規則
及び規程の閲覧が可能です。

働き方改革に関連した法改正・施行が今後も続きます！

せっかく作成した就業規則や諸規程を継続して生きた就業規則にする
ために法改正に合わせて貴社の就業規則のメンテナンスを行います。

法改正に対応してほしいと
いう声にお応えします！！

年間サポート料

３３，０００円
（税 込）

サ ポ ー ト 内 容



就業規則の作成・管理が
弊所が導入するクラウドサービスにより

迅速・便利に
（※顧問先様は、導入の必要はありません。）

顧問先様とのやり取りは
クラウドサービス内で
条文を共有しながら行う
ことができます。

１ 効率性アップ

就業規則あんしん
メンテナンスパックは、

法令改正により、就業規則や諸規程の変更を必要とする場合、弊所が
１年に１度メンテナンスいたしますので継続して法令に適した就業規則
及び諸規程を安心してご活用いただけます。

法改正に
死角なし！

クラウドサービスで管理する
ことにより、顧問先様も専用
の管理ページで作成規則等
を閲覧できます。

２
便利性アップ


